
平成２２年７月「長崎県有機農業推進計画」を策定しました

有機農業の国をあげての取組は今始まったばかりですが、人の健康と環境
への負荷を少なくする取組であり、県としても積極的に取り組んでいきます。

【現状】
●有機農業の取組者が非常に少ない
（県有機農業者：２２５名、７７ｈａ（Ｈ２０年度））
●有機農産物への関心は高く購買志向があるが流通量
が非常に少ない

（全国有機ＪＡＳ農産物の流通量：０．１９％（Ｈ１９年度））

【課題】
● 有機農業に適した新しい技術の確立
●市場や量販店における取扱量の拡大
●消費者への啓発や理解の促進

【推進方策】
●実証ほ等による技術確立支援

[有機農業推進の重点目標] 現 状 ５年後 １０年後
●有機栽培農家の割合(％) ０．５ → １ ２
●有機農業者ネットワークの樹立 な し → １
●市町における有機農業の推進体制の整備（市町） ２ → １１ ２１
● 有機農業の趣旨を理解している消費者の割合（％） ― → ５０

問い合わせ先等：長崎県農業経営課環境班 ＴＥＬ０９５－８９５－２９３３

ＦＡＸ０９５－８９５－２５９１
Ｅメールs07030@pref.nagasaki.lg.jp

Ｑ いま、なぜ有機農業なの？

Ｑ 有機農産物は安全・安心な農産物なの？

有機農業とは①化学肥料を使用しない②農薬を使用しない③遺伝子組み
換え技術を利用しないことを基本として、環境への負荷をできるだけ低減す
る農業生産の方法です。

Ｑ 有機農業って何なの？

有機農業は、環境負荷の低減、自然循環機能の増進、生物多様性の保全
につながる取組です。一方現状では技術が十分に確立されていない等の
課題を抱え、消費者ニーズはあるものの、有機農業の取組は未だ少ないこ
とから、有機農業の更なる推進、普及に向けた取組が必要とされています。

農産物は、農薬の使用などについて適切な栽培管理行われることで安全
性が確保されています。有機農産物も同様の理由で安全といえます。また、
有機農産物を購入することは、有機農業の拡大につながり、環境負荷の低
減など安心感のある社会の実現に貢献します。



●●エコファーマーエコファーマー
「持続性の高い農業生産方式の導入に関する法律」にもとづき、たい肥や

緑肥を活用した「土づくり」、緩効性肥料や局所施用技術などによる「化学

肥料低減」、天敵昆虫や防虫ネットなどを活用した「化学農薬低減」に関す

る環境にやさしい技術を一体的に取り組むための計画認定を県知事から受け

た農業者の愛称です。

県内の多くの農業者が認定されています。

環境にやさしい農業の制度についてご存じですか？

●●長崎県特別栽培農産物長崎県特別栽培農産物
長崎県ではエコファーマーを対象として、さらに環境にやさしい農業を推

進するために「長崎県特別栽培農産物認証制度」を設けています。

長崎県で設定した化学肥料使用量・化学農薬使用成

分回数の慣行レベルの半分以下で栽培する必要があり

ます。

そのため、高い栽培管理技術が求められますが環境

保全効果の高い取組になります。

●●有機ＪＡＳ農産物有機ＪＡＳ農産物
ＪＡＳ法に基づく、唯一「有機農産物」の表示ができる認証制度です。

①たい肥等での土づくり、②化学肥料を原則不使用※、③農薬を原則不使用※

④遺伝子組み換え技術の不使用 などの条件が

あります。

非常に高い栽培管理技術が求められますが、

環境保全への高い効果も期待できます。

※詳細な使用規則が設定され、規則に基づく必要があります。

やむを得ない場合使用できる農薬が設定 されています。
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